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山日化学工業株式会社
京都市南区上鳥羽上調子llT l-1

京都府m求 温隈花軒賛条例 第18粂第 1項 (第18条第2項、第18条第3項)の 規定 よ !

45定事業君の

主たる業種
療式中間物 ・合成染料 ・有機顔料製造業
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▼ 京都府地球温暖化対策条例施行
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計 画 期 間 平成  18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 社長を本部長とする、地球温暖化対策本部の設置と実施計画の策定、定期的な報告をおこなう

推 進 体 制 エネルギー消費効率の改善をはかり、0 9%以 上のC02排 出量の削減を目指す

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

年 度 設備、対象、工程等 計 画  ~内  容

生産設備 工程の見にしを行い段輛点数を減らし電力肖u濃を行う

18～ 19 ヨーン
°
ェネレーションシステム ガスエンジンエネルヤーの検酎を行う

1 8 受変電設備 を朽化受変電機備をトンブランナー散備に更新

温室効果ガス
の排出量等 リト出区分

基準年度 (冥ほ)

(17)年 度
(二酪 ヒ炭素線算 〈1))

日標牛慶 (計回'

(19)年 度
(二醐ヒ炭栄換算 〈t))

自J願挙

(計画)
(%)

A事 業所等排出区分 3,733 t 3,701 t -09 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他」F出区分 t t %

排出合計 =1                 3,733 t Ⅲ2             3,701 1 -09 %

その他の地球

温暖化対策に

よる温室効果
ガスの削減量

等

対策等の区分
日標年度 (計画)

等 (二酪 ヒ炭乗張寡 ( t

森林の保全及び整備 (藍輪面積) 〈吸収曇) t

府内産の本材の利用 (利用最) m。 〈削壊鋤 t

自然エネルギーを利用した電
力文は熱の供給

〈発電畳〕 】印h て削減D t

〈熱供給量〕 6J 〈削減曇) t

グリーン電力の購入 〈購入量) kwh (削減曇) t

肖」減量等合計 t

差 引排 出量

(排出合計―削減尊合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

Ⅲ1               3、 733 t ●Zl‐く●0         3,701 0 t -0 9 %

特 記 事 項 ・当社ではC02排 出量を1990年 度を基準として、 2005年 度末時点で、56 1%の 削減をしています
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